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（別紙） 

「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第 39条第４項の規定に基づく

基盤確立事業実施計画の認定に係る審査基準及び標準処理期間」の一部改正新旧対照表 
（令和４年９月 15日付け制定） 

（傍線部分は改正部分） 

改正案 現 行 

令和７年４月１日 
財 務 省 
厚 生 労 働 省 
農 林 水 産 省 
経 済 産 業 省 
環 境 省 

 
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動
の促進等に関する法律第 39条第４項の規定に基づく基盤確立事業実施

計画の認定に係る審査基準及び標準処理期間 

 

 

１ 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業

活動の促進等に関する法律（令和４年法律第 37号。以下「法」という。）

第 39 条第４項の規定に基づく基盤確立事業実施計画の認定（法第 40 条

第４項において準用する場合を含む。以下同じ。）に係る行政手続法（平

成５年法律第 88号）第５条第１項の審査基準は、次のとおりとする。  

 

（法第 39条第４項第１号及び第２号関係） 

 

 

 

 

 

 

令和４年９月 15日 
財 務 省 
厚 生 労 働 省 
農 林 水 産 省 
経 済 産 業 省 
環 境 省 

 
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動
の促進等に関する法律第 39条第４項の規定に基づく基盤確立事業実施

計画の認定に係る審査基準及び標準処理期間 

 

 

１ 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業

活動の促進等に関する法律（令和４年法律第 37号。以下「法」という。）

第 39 条第４項の規定に基づく基盤確立事業実施計画の認定（法第 40 条

第４項において準用する場合を含む。以下同じ。）に係る行政手続法（平

成５年法律第 88号）第５条第１項の審査基準は、次のとおりとする。 

 

（法第 39条第４項第１号及び第２号関係） 

 

 

 

 

 

 



2 

改正案 現 行 
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改正案 現 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

改正案 現 行 

 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

 

 

 


